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インターネットは
利用の仕方によって

被害者にも加害者にも
なりえます！！

自分専用のスマートフォンを所有している割合は、小学生低学年でも２割以上、
高校生はほぼ全員が所有していて、子供たちにとって日常生活に欠かせないアイ
テムになっています（令和４年度調査・兵庫県）。
その反面、手軽にインターネットにアクセスできるようになったことで、子供

が犯罪に巻き込まれる事例も発生しています。

被 害 事 例

非 行 事 例

名誉棄損罪

出会い系サイト規制法違反

① どのような危険があるか、安全に使うためにはどうしたら良いかを
知り、家庭でルールを作り、守っていきましょう。

② ペアレンタルコントロール機能を活用して子供の利用状況
を知り、必ずフィルタリングをしましょう。

③ 子供が困ったときにためらわず相談できるよう、日頃
のコミュニケーションを大切にするとともに、信頼できる
公的機関に相談してください。

① SNS上で同級生を中傷する書き込みをして、これに悩んだ同級生が自殺し、逮捕された。

② 高校生が出会い系サイトに「高校生です。Ｈなことしてくれる友達募集中です。」など
と書き込みをした。

① 女性になりすました男に裸の画像を送ってしまった。

② SNSで知り合った男に言葉巧みに誘い出され、男の自宅に連れ込まれた。

インターネット


